
  

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
手
続
の
迅
速
化
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
手
続
を
め
ぐ
る
現
状
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
必
要
と
す
る
者
が
こ
れ
を
迅
速
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
手
続
の
迅
速
化
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
」
と
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
国
民
の
生
活
及
び
経
済
活
動
に
及
ぼ
す

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
金
銭
の
給
付
、
資
金
の
融
通
、
債
務
の
保
証
、
納
税
の
猶
予
、
社
会
保
険
料
の
納
付
の

猶
予
そ
の
他
の
支
援
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
的
支
援
機
関
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
特
定
支
援
機
関
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
支
援
機
関
」
と
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
株
式
会



 

二 

社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
、
信
用
保
証
協
会
、
独

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
そ
の
他
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設

立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
庁
の
認
可
を
要
す

る
法
人
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立

行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
行
う
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

（
申
請
等
の
簡
素
化
及
び
迅
速
化
の
た
め
の
措
置
） 

第
三
条 

公
的
支
援
機
関
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
申
請
、
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
公
的
支
援

機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
る
手
続
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、

電
子
情
報
処
理
組
織
（
公
的
支
援
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
申
請
等
の
簡
素
化
及
び
迅
速
化
等
の
効
果
に
比
し
て
当
該
方



  

三 

法
の
導
入
及
び
運
用
に
過
大
な
費
用
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

二 
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
の
性
質
上
対
面
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
等
申
請
等
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

２ 

公
的
支
援
機
関
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
申
請
等
に
つ
い
て
、
申
請
等
を
で
き
る
限

り
簡
素
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

一 

本
人
確
認
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
を
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
の
利
用
に
限
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
限
り
簡
易
な
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

二 

申
請
等
に
際
し
入
力
等
が
必
要
と
さ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
入
力
等
の
方
法
を
簡
易
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

公
的
支
援
機
関
が
当
該
情
報
を
自
ら
入
手
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
こ
と
。 

３ 

公
的
支
援
機
関
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
申
請
等
に
つ
い
て
、
申
請
等

を
で
き
る
限
り
簡
素
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講



 

四 

ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 
申
請
等
に
際
し
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
等
（
書
面
、
書
類
、
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
押
印
を
不
要
と
す
る
こ
と
。 

二 

本
人
確
認
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
簡
易
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

申
請
等
に
際
し
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
そ
の
様
式
及
び
作
成
方
法
を
簡
易
な
も
の
と
す
る
と

と
も
に
、
公
的
支
援
機
関
が
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
自
ら
入
手
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
必

要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
こ
と
。 

４ 

公
的
支
援
機
関
は
、
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
状
況
に
配
慮
し
、
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
情
報
の
提
供
、
専

門
家
の
助
言
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
、
申
請
等
に
関
す
る
各
種
の
相
談
に
総
合
的
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
を
援
助
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
の
迅
速
な
提
供
に
資
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
四
条 

公
的
支
援
機
関
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
の
対
象
者
に
対
し
こ
れ
を
迅
速
に
提
供
す
る
こ
と
が



  

五 

で
き
る
よ
う
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
公
的
支
援
機
関
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
が
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
以
外
の
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
て
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

公
的
支
援
機
関
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
の
迅
速
な
提
供
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
が
負
う
べ
き
責
任
の
減
免
に
つ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

（
公
的
支
援
機
関
以
外
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
行
う
者
の
努
力
義
務
） 

第
五
条 

公
的
支
援
機
関
以
外
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
行
う
者
は
、
第
三
条
及
び
前
条
第
一
項
の
措
置

に
準
じ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
手
続
の
迅
速
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
国
の
援
助
） 

第
六
条 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
特
定
支
援
機
関
が
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
並
び



 

六 

に
公
的
支
援
機
関
以
外
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
を
行
う
者
が
前
条
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

情
報
の
提
供
、
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 
則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



  

七 

理 

由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に
係
る
手
続
を
め
ぐ
る
現
状
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援

を
必
要
と
す
る
者
が
こ
れ
を
迅
速
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
に

係
る
手
続
の
迅
速
化
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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